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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　大腿動脈から挿入して先端を上行大動脈に位置させ、人工心肺から供給される血液を上
行大動脈から下行大動脈にわたって順行性に送り込む長尺の送血カニューレであって、
　先端側に血液導出口を有して基端側に血液導入口を有する内側チューブと、この内側チ
ューブに套嵌する外側チューブとからなり、
　その内側チューブの外周と外側チューブの内周との間に、前記血液導出口から導出され
た血液を反転して基端側方向へ向かわせる環状戻り流路が構成され、
　前記外側チューブは、先端側及び基端側が閉塞すると共に、前記環状戻り流路に臨んで
内外を透通する多数の血液放出孔を有し、
　前記血液放出孔から前記環状戻り流路内の血液が前記大動脈内に順行方向へ放出される
にように構成されてなる順行性送血カニューレ。
【請求項２】
　前記の各血液放出孔の孔縁に、血液放出方向を順行方向へ誘導する内向き突縁部が形成
されてなる請求項１に記載の順行性送血カニューレ。
【請求項３】
　前記外側チューブの周囲に血液放出孔が螺旋状に配列してなる請求項１又は２に記載の
順行性送血カニューレ。
【請求項４】
　前記内側チューブ及び外側チューブが軟質合成樹脂からなり、内側チューブの全長が５



(2) JP 5400249 B1 2014.1.29

10

20

30

40

50

００～１０００ｍｍ、外側チューブの外径が４～１０ｍｍ、内側チューブ外径／外側チュ
ーブ内径の比率が０．５～０．８、各血液放出孔の開口最大幅が１～４ｍｍである請求項
１～３のいずれかに記載の順行性送血カニューレ。
【請求項５】
　先端側から全長の少なくとも１／３の長さの範囲で、その長さ１００ｍｍ当りに前記血
液放出孔が２～８個の割合で設けられてなる請求項１～４のいずれかに記載の順行性送血
カニューレ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、心臓外科手術等において人工心肺によって血液を体外循環させる際に、人工
心肺から供給される血液を患者の体内へ送り込むのに用いる送血カニューレ、特に大腿動
脈から挿入して上行大動脈から下行大動脈にわたって順行方向に送血する順行性送血カニ
ューレに関する。
【背景技術】
【０００２】
　心臓開心術は、基本的に胸骨正中切開で開胸して上行大動脈から送血カニューレを挿入
し、血液を順行性に送血して人工心肺装置による体外循環に乗せることが一般的である。
しかるに、近年においては、外科手術全般に低侵襲化する傾向にあり、特に低侵襲心臓手
術（ＭＩＣＳ：Minimally Invasive Cardiac Surgery）では一部肋間開胸によって創部を
できるだけ小さくする手技が採られている。そして、この低侵襲心臓手術においては、上
行大動脈からの送血が視野の面から困難であることから、図８に示すように大腿動脈を利
用した簡便な逆行性送血が多用されている。
【０００３】
  図８において、Ａ１は心臓Ｈの左心室（図示省略）から上方へ延びる上行大動脈、Ａ２
は上行大動脈Ａ１の上端より大動脈弓ＡＣを経て下方へ延びる下行大動脈、Ａ３は下行大
動脈Ａ２の下端から左右に分岐して下降する大腿動脈であり、大動脈弓ＡＣからは腕頭動
脈Ａ４と左総頸動脈Ａ５及び左鎖骨下動脈Ａ６が上方へ分岐し、更に腕頭動脈Ａ４は右総
頸動脈Ａ７と右鎖骨下動脈Ａ８に分岐している。大動脈Ａ１，Ａ２部分の実線矢印ｄは人
体本来の血液の流れに沿う順行方向を示している。また、Ｖ１は大静脈、Ｖ２は大静脈Ｖ
１の下端から左右に分岐する大腿静脈である。Ｍは人工心肺装置であり、人工肺ＡＬ及び
血液ポンプＰを備えている。
【０００４】
　低侵襲心臓手術における逆行性送血では、上行大動脈Ａ１の根元部を閉鎖した状態で、
大腿動脈Ａ３に挿入した短い送血カニューレＣＡに血液ポンプＰからの血液供給管路Ｌ１
を接続し、送血カニューレＣＡの先端から導出する血液を大腿動脈Ａ３→下行大動脈Ａ２
→上行大動脈Ａ１と破線矢印ｒで示す逆行方向に送り込む一方、大腿静脈Ｖ２から右心房
内まで挿入した脱血用カニューレＣＶに人工肺ＡＬへの血液還流管路Ｌ２を接続し、血液
を抜き出して人工肺ＡＬへ送る。ところが、このような逆行性送血を行うと、その逆行す
る血流により、大腿動脈Ａ３及び下行大動脈Ａ２の大血管内に付着していた動脈硬化プラ
ーク等のデブリス（debris）が上方へ吹き上げられ、大動脈弓ＡＣより分岐した左右の総
頸動脈Ａ５，Ａ７から脳へ送られ、脳梗塞等の重篤な脳合併症を引き起こす危険性があっ
た。
【０００５】
　従来、このような逆行性送血による問題に対処するための送血カニューレとして、長尺
で柔軟な管状体であって、先端が閉鎖すると共に、側面に多数の小孔を備え、基端側から
注入された血液が上記小孔より放出されるように構成されたものが提案されており、この
送血カニューレを大腿動脈より挿入して先端を胸部大動脈内に到達させて送血することに
より、安全に順行性送血の補助環境を実施できるとしている（特許文献１）。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１３－８１７２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記提案に係る送血カニューレでは、先端が閉鎖していることで大動脈壁への局所的な
高圧暴露が減弱し、それだけ血管内壁を痛める危険性は減るが、側面の小孔からはカニュ
ーレ内を先端側へと向かう血流の圧力を受けて血液が放出されるから、その放出される血
流も先端側へ向かうことになる。この先端側への血流方向は大動脈本来の血流方向とは逆
であるから、少なくともカニューレの小孔を設けた長さ領域では順行性送血になり得ず、
該カニューレの小孔のない位置から基端側へは順行性送血がなされるということである。
ところが、胸部大動脈つまり上行大動脈から下行大動脈の上部にわたる部位でも動脈硬化
プラーク等のデブリスは皆無でなく、該カニューレの先端を胸部大動脈内に到達させて送
血しても、その送血部位では順行性でないため、胸部大動脈内のデブリスが飛散して大動
脈弓より分岐した左右の総頸動脈から脳へ入る可能性がある。
【０００８】
　なお、上記提案では、好適態様として小孔をカニューレに沿って螺旋状に配列すること
により、これら小孔から放出される血液が渦流を形成し、カニューレを中心とした螺旋状
層流として先端側へ向かうから、血管の一部の壁に直接に強い血流が当たらないようにで
きるとしている。これを言い換えれば、カニューレ外周面と動脈血管内周面との間の環状
空間において、その中心側（カニューレ側）領域で逆行方向の血流を生じさせ、周辺側（
血管内壁側）領域で順行方向の血流を生じさせることになる。しかるに、同じ環状空間内
で互い逆向きの流れを安定的に維持することは極めて困難であり、特に粘性の高い血液は
流れ抵抗が大きい上、動脈血管に対してカニューレを常に同心状の配置状態に保持できる
わけでもないから、上記の逆行方向の血流と順行方向の血流とが干渉し合って乱流状態に
なることが避けられず、この乱流状態によって却ってデブリスの飛散を生じ易くなる恐れ
がある。しかもカニューレの小孔を設けた長さ領域では、送血開始から血管内が放出血液
で満たされるまでの間は、逆行性送血が卓越することでデブリス飛散をより生じ易くなる
。従って、上記提案の送血カニューレを用いても、既述の逆行性送血に伴う危険性に対し
て抜本的な解決策にはならない。
【０００９】
　本発明は、上述の事情に鑑みて、人工心肺による血液の体外循環の際に用いる送血カニ
ューレとして、大腿動脈から挿入して先端を上行大動脈に位置させ、人工心肺から供給さ
れる血液を上行大動脈から下行大動脈にわたって送り込み、完全な順行性送血を行うこと
が可能であり、低侵襲心臓手術等における送血の安全性を著しく高め得るものを提供する
ことを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するための手段を図面の参照符号を付して示せば、請求項１の発明は、
大腿動脈Ａ３から挿入して先端を上行大動脈Ａ１に位置させ、人工心肺（人工心肺装置）
Ｍから供給される血液を上行大動脈Ａ１から下行大動脈Ａ２にわたって順行性に送り込む
長尺の送血カニューレＣ１～Ｃ４であって、先端側に血液導出口１ａを有して基端側に血
液導入口１ｂを有する内側チューブ１と、この内側チューブ１に套嵌する外側チューブ２
とからなり、その内側チューブ１の外周と外側チューブ２の内周との間に、血液導出口１
ａから導出された血液を反転して基端側方向へ向かわせる環状戻り流路２０が構成され、
外側チューブ２は、先端側（先端部２ａ）及び基端側（基端部２ｂ）が閉塞すると共に、
環状戻り流路２０に臨んで内外を透通する多数の血液放出孔３を有し、血液放出孔３から
環状戻り流路２０内の血液が大動脈Ａ１，Ａ２内に順行方向へ放出されるにように構成さ
れてなるものとしている。
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【００１１】
　また、上記請求項１の順行性送血カニューレの好適態様として、請求項２の発明は、各
血液放出孔３の孔縁に、血液放出方向を順行方向ｄへ誘導する内向き突縁部３ａが形成さ
れてなることを規定している。同じく請求項３の発明は、血液放出孔３が外側チューブ２
の周囲に血液放出孔３が螺旋状に配列することを規定している。 同様に請求項４の発明
は、内側チューブ１及び外側チューブ２が軟質合成樹脂からなり、内側チューブ１の全長
が５００～１０００ｍｍ、外側チューブ２の外径が４～１０ｍｍ、内側チューブ１外径／
外側チューブ２内径の比率が０．５～０．８、各血液放出孔３の開口最大幅が１～４ｍｍ
であることを規定している。更に、請求項５の発明は、先端側から全長の少なくとも１／
３の長さの範囲で、その長さ１００ｍｍ当りに血液放出孔３が２～８個の割合で設けられ
てなることを規定している。
【発明の効果】
【００１２】
　次に、本発明による効果について図面の参照符号を付して説明する。請求項１の発明に
係る順行性送血カニューレＣ１～Ｃ４によれば、内側チューブ１の基端側の血液導入口１
ｂから導入された血液は、該内側チューブ１を通過して先端側の血液導出口１ａから外側
チューブ２の閉塞した先端側（先端部２ａ）の空間２０ａへ導出され、該空間２０ａでＵ
ターンして両チューブ１，２間の環状戻り流路２０へ流入し、該環状戻り流路２０内を基
端側へ流れる過程で外側チューブ２の多数の血液放出孔３より放出される。そして、この
血流放出孔３からの血液の放出は、環状戻り流路２０内を基端側へと向かう血流の慣性に
従うから、確実に基端側へ向かう血流を生じさせることになる。従って、この送血カニュ
ーレＣ１～Ｃ４を大腿動脈Ａ３から挿入して先端を上行大動脈に位置させ、人工心肺（人
工心肺装置）Ｍから内側チューブ１の血液導入口１ｂへ血液を供給すれば、その供給開始
時から血液放出孔３より放出される血液が外側チューブ２の外周面に沿うように流れ、こ
の流れに誘導されて上行大動脈Ａ１から下行大動脈Ａ２にわたる全体に乱れのない安定し
た順行方向の血流を持続的に生じ、完全な順行性送血が実現する。
【００１３】
　このような順行性送血では、下行大動脈Ａ２の腹部領域にあるデブリスは無論のこと、
胸部大動脈つまり上行大動脈Ａ１から下行大動脈Ａ２の上部に至る領域のデブリスについ
ても、動脈本来の潅流方向に沿う血流を受けるだけであるから剥がれにくく、デブリス飛
散に起因した脳梗塞等の重篤な脳合併症を引き起こす危険性が著しく低減する。また、外
側チューブ２の先端側は閉塞しているから、大動脈壁への局所的な高圧暴露を生じず、送
血によって血管内壁を痛める懸念もない。
【００１４】
　請求項２の発明によれば、各血液放出孔３の孔縁に、血液放出方向を順行方向ｄへ誘導
する内向き突縁部３ａを有するから、より確実な順行性送血を行える。また、請求項３の
発明によれば、外側チューブ２の周囲に血液放出孔３が螺旋状に配置するから、これら血
液放出孔３から放出される血液が外側チューブ２の周りに螺旋流を形成し、この螺旋流に
よる誘導作用でより安定した順行性送血を行える。
【００１５】
　一方、請求項４の発明によれば、内外両側チューブ１，２が軟質合成樹脂からなり、内
側チューブ１の全長、外側チューブ２の外径、内側チューブ１外径／外側チューブ２内径
の比率、各血液放出孔３の開口最大幅、がそれぞれ特定範囲にあることから、人工心肺Ｍ
による体外血液循環において大腿動脈Ａ３から挿入して順行性送血を行うカニューレとし
て優れた適性が得られる。更に、請求項５の発明によれば、先端側から全長の少なくとも
１／３の長さの範囲で血液放出孔３が特定の分布個数で存在するから、より効果的な順行
性送血を行える。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第一実施形態に係る順行性送血カニューレを示す側面図である。
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【図２】同順行性送血カニューレを示し（ａ）は先端側の縦断側面図、（ｂ）は（ａ）の
Ｘ－Ｘ線の断面矢視図である。
【図３】同順行性送血カニューレによる送血状態を示す概略縦断面図である。
【図４】本発明の第二実施形態に係る順行性送血カニューレを示し、（ａ）は先端側の縦
断側面図、（ｂ）は（ａ）のＹ－Ｙ線の断面矢視図である。
【図５】同順行性送血カニューレによる送血状態を示す要部の概略縦断面図である。
【図６】本発明の第三実施形態に係る順行性送血カニューレを概略的に示す要部縦断側面
図である。
【図７】本発明の第四実施形態に係る順行性送血カニューレの横断面図である。
【図８】人工心肺装置による血液の体外循環を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に、本発明に係る順行性送血カニューレの実施形態について、図面を参照して具体
的に説明する。
【００１８】
　図１及び図２に示すように、第一実施形態の順行性送血カニューレＣ１は、先端側に血
液導出口１ａを有して基端側に血液導入口１ｂを有する内側チューブ１と、この内側チュ
ーブ１に套嵌する外側チューブ２とからなる二重チューブ状をなし、基端側には人工心肺
装置の血液供給管路Ｌ１（図３参照）に接続するためのコネクタ４が一体形成されている
。その外側チューブ２は、先端部２ａが略円錐形にやや尖った形で閉塞すると共に、基端
部２ｂもコネクタ４の位置で閉塞している。また、内側チューブ１の血液導出口１ａは、
外側チューブ２の閉塞した先端部２ａの内奥端から離れた位置で、チューブ端として開口
している。
【００１９】
　内側チューブ１の外周と外側チューブ２の内周との間の環状空間は、内側チューブ１の
血液導出口１ａから導出される血液を基端側方向へ向かわせる環状戻り流路２０を構成し
ている。そして、外側チューブ２の先端から全長の少なくとも１／３長さにわたる周面に
は、環状戻り流路２０に臨んで内外を透通する多数の血液放出孔３が相互に離間して形成
されている。その各血液放出孔３は、チューブ軸方向に長い楕円形をなし、図２（ａ）（
ｂ）に示すように、その孔縁のチューブ基端側が内向き突縁部３ａとして環状戻り流路２
０側へ凹入している。
【００２０】
　内側チューブ１及び外側チューブ２は、厚さ１ｍｍ前後のポリ塩化ビニル、ポリエチレ
ン、ポリプロピレン、ポリアミド、熱可塑性フッ素樹脂等の軟質合成樹脂チューブからな
り、表面に抗凝固薬のヘパリンがコーティングされている。また、内側チューブ１の全長
は５００～１０００ｍｍ程度、外側チューブ２は外径４～１０ｍｍ程度で、特に好ましく
は１６～２０Ｆｒ（５．３～６．６ｍｍ）、内側チューブ１外径／外側チューブ２内径の
比率は０．５～０．８程度、にそれぞれ設定されている。
【００２１】
　上記構成の順行性送血カニューレＣ１にあっては、内側チューブ１の血液導入口１ｂか
ら導入された血液は、内側チューブ１の内側流路１０を通過して先端側の血液導出口１ａ
から外側チューブ２の閉塞した先端部２ａ内の反転空間２０ａへ導出され、該反転空間２
０ａで周辺側へＵターンして両チューブ１，２間の環状戻り流路２０へ流入し、該環状戻
り流路２０内を基端側へ流れる過程で外側チューブ２の多数の血液放出孔３より放出され
る。そして、この血液放出孔３からの血液の放出は、環状戻り流路２０内を基端側へと向
かう血流の慣性に従うことに加え、各血液放出孔３の孔縁に設けた内向き突縁部３ａによ
って誘導され、外側チューブ２の外周面に沿うように流れて基端側へ向かう安定した血流
を生じさせることになる。
【００２２】
　従って、低侵襲心臓手術等において人工心肺装置による血液の体外循環を行う際、図３
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に示すように、上行大動脈Ａ１の根元側を遮断鉗子５で遮断した状態で、順行性送血カニ
ューレＣ１を大腿動脈Ａ３から挿入して先端を上行大動脈Ａ１に位置させ、その体外に位
置するコネクタ４に人工心肺装置の血液供給管路Ｌ１を接続して内側チューブ１の血液導
入口１ｂへ血液を供給すれば、その供給開始時から血液放出孔３より放出される血液が外
側チューブ２の外周面に沿うように流れ、この流れに誘導されて上行大動脈Ａ１から下行
大動脈Ａ２にわたる全体に安定した順行方向の血流が持続的に形成されるから、完全な順
行性送血を行える。このような順行性送血では、下行大動脈Ａ２の腹部領域にあるデブリ
スだけでなく、上行大動脈Ａ１から大動脈弓ＡＣを経て下行大動脈Ａ２の上部に至る領域
のデブリスについても、動脈本来の潅流方向に沿う血流を受けるだけであり、しかも血流
が安定して乱れのない層流状態で持続するから剥がれにくく、もってデブリス飛散に起因
した脳梗塞等の重篤な脳合併症を引き起こす危険性が著しく低減する。また、外側チュー
ブ２の先端部２ａが閉塞しているから、大動脈壁への局所的な高圧暴露を生じず、送血に
よって血管内壁を痛める懸念もない。
【００２３】
　なお、血液体外循環における潅流量の目安は、一般的に、体表面積１ｍ2 当り２．２～
２．６Ｌ／分、成人では３５００～４５００ｍｌ／分である。
【００２４】
　本発明では、外側チューブ２の血液放出孔３の開口形状は、第一実施形態で例示した楕
円形に限らず、長孔状、円形、多角形等、種々設定できる。また、第一実施形態の血液放
出孔３の孔縁には血液放出方向を順行方向へ誘導する内向き突縁部３ａを備えるが、環状
戻り流路２０内の血流自体が順行方向になっているため、内向き突縁部３ａがない場合で
も放出血液は環状戻り流路２０内の血流の慣性を受けた分岐流として順行方向へ向かうこ
とになる。
【００２５】
　外側チューブ２における血液放出孔３の配置についても、特に制約はなく、外側チュー
ブ２の長さ方向に一定間隔置きに複数個ずつ配置してもよいが、チューブ強度面からは周
方向に複数個が存在しないように螺旋状配列や千鳥配置とすることが推奨され、特に螺旋
状配列ではより安定した順行性送血を行えるという利点がある。
【００２６】
　図４で示す第二実施形態の順行性送血カニューレＣ２は、外側チューブ２の多数の楕円
形の血液放出孔３を螺旋方向に沿って配列したものであり、他の構成は既述の第一実施形
態の順行性送血カニューレＣ１と同様である。この順行性送血カニューレＣ２の各血液放
出孔３は、楕円形の長軸も螺旋方向に沿うと共に、その長軸におけるチューブ基端側寄り
の孔縁に内向き突縁部３ａが形成されている。
【００２７】
　この順行性送血カニューレＣ２では、血液放出孔３から血液が環状戻り流路２０内を基
端側へと向かう血流の慣性を受けた分岐流として放出されるが、該血液放出孔３の螺旋状
配置と、チューブ軸方向に対して傾斜した長軸のチューブ基端側寄りに設けた内向き突縁
部３ａとによる誘導作用により、その放出方向も螺旋方向に沿う形になる。従って、図５
に示すように、該順行性送血カニューレＣ２を前記第一実施形態と同様に大腿動脈Ａ３（
図３参照）から挿入して先端を上行大動脈Ａ１に位置させて送血すれば、各血液放出孔３
から放出される血液が外側チューブ２の周囲に全体として順行方向に向かう滑らかな旋回
流を形成し、この旋回流による誘導作用でより安定した順行性送血を行える。
【００２８】
　本発明の順行性送血カニューレは、その全長にわたって二重チューブ状とした構造の他
、図６で示す第三実施形態の順行性送血カニューレＣ３のように、先端側から所定長さの
みを二重チューブ状とした構造としてもよい。この第三実施形態の順行性送血カニューレ
Ｃ３では、短い外側チューブ２の基端部２ｂを内側チューブ１の外周面に接着又は溶着し
ているが、その基端部２ｂの近傍にも血液放出孔３を設けている。なお、このように先端
側から所定長さのみを二重チューブ状とする場合、その血液放出孔３を有する二重チュー
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【００２９】
　本発明の順行性送血カニューレにおける各血液放出孔３のサイズは、特に限定されない
が、安定した血液放出を行う上で開口最大幅（楕円では長軸）として１～４ｍｍ程度が好
ましい。また、血液放出孔３の数は、上記サイズによって異なるが、先端側から全長の少
なくとも１／３の長さの範囲において、外側チューブ２の長さ１００ｍｍ当りに２～８個
の範囲とし、サイズが小さいほど多くすることが望ましい。一方、内側チューブ１の先端
側の血液導出口１ａの位置は、内側流路１０から環状戻り流路２０への血流の反転を円滑
に行わしめるために、外側チューブ２の閉塞した先端部２ａの内奥端から１０～３０ｍｍ
程度離すことが好ましい。
【００３０】
　なお、本発明の順行性送血カニューレは、外側チューブ１として、その筒形形状を安定
的に保持させるために、内側にステンレス鋼製のコイルスプリングを嵌装したものを好ま
しく使用できる。また、順行性送血カニューレを大腿動脈Ａ３から挿入して先端を上行大
動脈Ａ１に位置させる際に、内側チューブ１の内側流路１０に比較的に腰の強い線材を挿
入操作用ガイドとして挿嵌することも可能である。更に、本発明においては、内側チュー
ブ１と外側チューブ２との間の環状戻り空間２０を確実に確保するために、例えば図７に
示す第四実施形態の順行性送血カニューレＣ４のように、内側チューブ１の外周に、長手
方向に連続する複数条（図示は３条）のリブ１１を周方向に等配して設けてもよい。その
他、外側チューブ２の先端部２ａの外形、コネクタ４の形態等、細部構成については実施
形態以外に種々設計変更可能である。
【符号の説明】
【００３１】
　１　　　　　内側チューブ
　１ａ　　　　血液導出口
　１ｂ　　　　血液導入口
　１０　　　　内側流路
　２　　　　　外側チューブ
　２ａ　　　　先端部
　２ｂ　　　　基端部
　２０　　　　環状戻り流路
　３　　　　　血液放出孔
　３ａ　　　　内向き突縁部
　Ａ１　　　　上行大動脈
　Ａ２　　　　下行大動脈
　Ａ３　　　　大腿動脈
　Ｃ１～Ｃ４　順行性送血カニューレ
　Ｍ　　　　　人工心肺装置
【要約】
【課題】人工心肺による血液の体外循環の際に用いる送血カニューレとして、大腿動脈か
ら挿入して先端を上行大動脈に位置させ、人工心肺から供給される血液を上行大動脈から
下行大動脈にわたって送り込み、完全な順行性送血を行えるものを提供する。
【解決手段】先端側に血液導出口１ａを有して基端側に血液導入口１ｂを有する内側チュ
ーブ１と、内側チューブ１に套嵌する外側チューブ２とからなり、両チューブ１，２間に
環状戻り流路２０が構成される。外側チューブ２は、先端側２ａ及び基端側２ｂが閉塞す
し、環状戻り流路２０に臨んで多数の血液放出孔３を有する。血液導出口１ａから導出さ
れた血液が反転して環状戻り流路２０内へ流入し、血液放出孔３から大動脈Ａ１，Ａ２内
に順行方向へ放出される。
【選択図】図２
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